
別紙様式２

特定福祉用具販売に係る重要事項説明書

１　サービス提供に係る事業者について

２　利用者に対してサービスを提供する指定事業所について
（１）事業所の所在地等

（２）事業の目的及び運営の方針

（３）事業所窓口の営業日及び営業時間

事業者名称 株式会社　みとも商会
代表者（役職・氏

名） 代表取締役　竹内　眞知子

本社所在地
（連絡先・電話番

号等）

〒205－0011　東京都羽村市五ノ神1－8－5
TEL　042－555－2275　FAX　042－555－3384

法人設立年月日 昭和54年9月14日

事業所名称 株式会社　みとも商会
介護保険指定
事業所番号 No1372400703

事業所所在地 〒205－0011　東京都羽村市五ノ神1－8－5

連絡先 TEL　042－555－2275　FAX　042－555－3384
通常の事業の
実施地域

羽村市　福生市　青梅市　瑞穂町　立川市　武蔵村山市　昭島市
東大和市　あきる野市　日の出町　奥多摩町　檜原村

事業の目的 要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定福祉用
具販売を提供することを目的とします。

運営の方針

1．介護保険法及び関連する法律の遵守
2．利用者の立場に立った福祉用具の選定・提供
3．清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具の提供
4．地域の保健医療福祉サービスとの綿密な連携

営業日 月曜日～金曜日　ただし祝日、12月30日から1月3日までを除く

営業時間 午前8時30分から午後5時30分



（４）事業所の職員体制

（５）特定福祉用具販売の取扱い種目

※１･･･入浴補助用具とは、以下の①～⑦です。
①　入浴用椅子
②　浴槽用手すり
③　浴槽内椅子
④　入浴台
⑤　浴室内すのこ
⑥　浴槽内すのこ
⑦　入浴用介助ベルト

３　提供するサービスの内容及び費用等について
（１）特定福祉用具販売計画の作成
利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、サービスの目標、当該目標を達成
するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成します。
なお、既に利用者の居宅サービス計画（又は介護予防サービス計画）が作成されてい
る場合は、その内容に沿って当該計画を作成します。
特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、同意を得た
うえで、交付します。

（２）購入費用
特定福祉用具の購入にかかる「利用者負担金（介護保険が適用された場合）」は、請
求書に記載されている料金（以下、購入費という。）によるものとし、原則、購入費の
１割（一定以上の所得のある方は２割又は３割）の額となります。
購入費と利用者負担金の差額については、市町村の窓口等へ申請することで、被保険
者もしくは指定福祉用具販売事業所に後日支給されます。

管理者 茂木　友美

常勤（人数） 非常勤（人数）
専従 兼任 専従 兼任

管理者 1名

福祉用具
専門相談員 3名 1名 4名

□　腰掛便座
□　移動用リフトのつり具の部分
□　スロープ、歩行器、杖(対象商品のみ)

□　入浴補助用具　　※１
□　簡易浴槽
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介護保険を適用する上で利用可能な購入費の上限額は、毎年４月１日～３月31日の

12ヶ月間で10万円までとなっており、超過分の購入費については全額（10割）ご負担い
ただきます。また同一年度内において、介護保険を適用し購入済みの種目を「再度」購
入する場合は、原則、支給を受けられませんのでご注意ください。

（３）その他費用
以下の事由に該当する場合は、別途その費用をご負担いただきます。

（４）支払い方法
　　上記（１）及び（２）にかかる費用は、下記の方法によりお支払いください。

４　衛生管理等について
1. 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
2. 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務めます。

交通費 通常の事業の実施地域を超えた場合

搬出入費用 搬入搬出時、特別な作業や措置が必要な場合

支払い方法 支払い要件等
現金払い 購入時
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５　身分証携行義務
（１）サービスを提供する従業者は常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提
示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。

６　事故発生時の対応について
（１）利用者に対する特定福祉用具販売に係るサービス提供により事故が発生した場合
は、速やかに市町村、当該利用者の家族、担当の介護支援専門員（又は地域包括支援
センター）に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

（２）利用者に対する特定福祉用具販売に係るサービス提供により賠償すべき事故が発生
した場合は、損害賠償を速やかに行います。

（３）事故が生じた際には、その原因を究明し再発防止の対策を講じます。

７　苦情等の相談窓口について
（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。

８　秘密の保持、個人情報の取扱いについて
（１）当事業所は、サービスを提供するうえで知りえた利用者及びその家族に関する秘
密・個人情報については、利用者または第三者の生命・身体等に危険がある場合など
正当な理由がある場合を除いて、第三者に漏らすことはありません。

（２）あらかじめ文章により利用者及びその家族から同意を得た場合は、前項にかかわら
ず、情報を提供することができます。

（３）利用者の個人情報の取扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる
場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、対応します。
なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。

（４）利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間としま
す。

事業所相談窓口 電話番号　042－555－2275
面接場所　当事業所内相談室

苦情受付機関
東京都国民健康保険団体
連合会 TEL　03－6238－0177

東京都福祉保健局 TEL　03－5320－4597
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９　虐待の防止のための取組について
（１）虐待防止に関する責任者は、以下の者を選定しています。

（２）虐待の防止のための指針を整備するとともに、虐待の防止のための対策を行う検討
委員会、従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に開催していま
す。

（３）虐待等に関する利用者及びその家族からの虐待等に関する相談を対応するととも
に、虐待等が明らかになった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。

１０　サービスの提供内容に係る記録・保管
（１）サービスを提供した際はサービスの内容等を記録します。また利用者からの申出が
あった場合は当該情報を利用者に対して提供します。

（２）サービス提供に係る記録を契約終了後２年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧さ
せ、又は複写物を交付します。ただし、複写に際しては、利用者に対し、実費相当額
を請求できるものとします。

　

（虐待防止に関する責任者） 茂木　友美
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年　　月　　日

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記の通り重要事項を説明しました。

事　業　者　　事業者（法人）名　　　　　株式会社　みとも商会

代表取締役　　　　　　　　竹内　眞知子

説明者（福祉用具専門相談員）

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意します。
また８（２）に記載している個人情報の使用についても、同意します。

　利　用　者　　氏　名

署名代行者（又は法定代理人）

本人との続柄

氏　名

　　　　　　　　　　　　　確認書　　　　　　　　

１　福祉用具の使用方法、使用上の注意事項等の説明を受けまし
た。

　①商品の仕様変更、加工、改造等を行うことはできません。
　②商品を第三者に譲渡、転貸することはできません。
　③利用者等の故意又は過失により、商品を消失させた場合、又は通常の使用
状態を超える極度の破損、汚損が認められる場合には、別途修理費もしくは
弁償費相当額を負担していただきます。
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２　福祉用具の取扱説明書を受領しました。

　　＜種目＞
　　□特殊寝台　　□特殊寝台付属品　　□車いす　　□車いす付属品
　　□歩行器　　　□歩行補助つえ　　　□手すり　　□床ずれ防止用具
　　□体位変換器　□スロープ　　　　　□徘徊感知機器
　　□移動用リフト
　　□腰掛便座　　□入浴補助用具　　　□その他

令和　　年　　月　　日

以上を確認しました。　　　　氏名

説明者（福祉用具専門相談員）

7


